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採用候補者決定～進学届の提出
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1 奨学生採用候補者の決定

対象 備考書類

2026年度大学院奨学生採用候補者決
定通知（以下、「決定通知」という。）

2026年度大学院奨学生採用候補者の
皆さんへ

紛失した場合は、進学予定の大学院に速やかに申し出てくだ
さい。なお、初回振込みが大幅に遅れる場合があります。

進学前の準備、進学届の提出について説明している冊子です。

全員

全員

進学予定の大学院を置く学校の長の推薦を受けた人について機構で選考を行い、採用候補者を決定します（決定時期は

採用候補者として決定した人には、「奨学生採用候補者決定通知」「奨学生採用候補者の皆さんへ」等の書類が交付されます。

※交付される書類は、一部変更となる可能性があります。

※授業料後払い制度を辞退する場合、授業料の納付方法に関しては進学先の大学院にご相談ください。

第3部

2  奨学生採用候補者の辞退
全ての奨学金の採用候補者を辞退する場合は、進学届を入力しないことにより辞退となります。また、第一種奨学金又は授

業料後払い制度・第二種奨学金の併用貸与の採用候補者が、第一種奨学金又は授業料後払い制度・第二種奨学金のどちらかを

辞退する場合は、進学届の画面において辞退の手続きを行うことができます。
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3  「入学時特別増額貸与奨学金」の貸与を受けるまでの手続き

　　なお、「国の教育ローン」の融資を受けることができた場合は、本機構の入学時特別増額貸与奨学金は、利用できません。　 　

　　※「Ｂ」の対象者は、奨学金申込時の家計基準における貸与額算定基準額が0円を超えている人です。

〇　採用候補者決定通知で上記「Ａ」「Ｂ」のいずれかが記載されていても、進学届で入学時特別増額貸与奨学金の辞退

を希望する人は、「Ｃ」に従ってください。

〇　「決定通知」の「入学時特別増額貸与奨学金」欄に「国の教育ローン」の申込不要と記載されている人は、「Ａ」に従

ってください（「国の教育ローン」への申込みは不要です）。

　　※「Ａ」の対象者は、奨学金申込時の家計基準における貸与額算定基準額が0円の人です。

〇　「決定通知」の「入学時特別増額貸与奨学金」欄に「国の教育ローン」の申込必要と記載されている人は「Ｂ」に従って

ください（「国の教育ローン」への申込みが必要です）。

進学予定の大学院に確認してください）。採用されなかった場合も含め、提出された申込書類等は返却しません。大学院又
は機構が責任をもって廃棄します。

　入学時特別増額貸与奨学金は、あなたやあなたの保護者等が公庫の「国の教育ローン」を申込み等したものの利用でき

なかった世帯の学生を対象とする奨学金です。ただし、予約採用申込時に申告された家計基準が一定額以下の場合、公庫

の「国の教育ローン」を申し込む手続きを省略できます。申込みの手続きが必要かどうかは、「決定通知」に記載され

た以下の表示により異なります。表示に従い、次のページの図（フローチャート）にて手続きを進めてください。

6 進学前離職の特例措置について

　申込者本人が進学のために進学前1年以内に離職または無給休職したことにより収入が減少している場合は、以下の特

例措置を適用し、家計基準の判定を行います。

　スカラネットで申請し、既に離職済の人は申請時に次の書類を進学予定の大学院に提出してください。なお、離職前の

人は、離職後速やかに提出してください。

□　2025（令和7）年度の住民税情報（2024年1月～12月分）にて給与所得があり、住民税が課税されている方。　

　　※一般的に、申込者本人の年収が100万円（勤労学生控除の適用を受けていた場合、124万円）を超えると住民
　税が課税されるとされています。

　□　2026年度に大学院へ進学予定で、入学予定日の1年前から前日までに離職または無給休職した（又はする予定の）

　　　方。

　以下のいずれにも該当する申込者本人を対象とします（配偶者は本取扱いの対象となりません）。

　家計基準は、住民税情報に基づく貸与額算定基準額により判定を行います。その際、貸与額算定基準額は、2025年度の住

民税情報（2024年1月～12月分）に基づいて算定するため、申込者本人が進学に伴い離職または休職（無給の場合に限りま

す。以下、無給休職といいます。）したことにより収入が減少している場合に、実態との乖離が生じることになります。

　このため、大学院に入学する日の1年前から前日までに離職または無給休職した申込者本人の所得を選考に算入しない特

例措置を適用することで、経済的支援の公平性の確保を図ります。

　なお、当該特例措置の適用の認定を受けても、申込者本人に配偶者がいる場合には配偶者の所得の状況等により、不採用

となる場合もあります。

必要書類 概要

次の（１）～（５）のいずれかの書類
（１）会社発行の離職（退職）証明書
（２）雇用保険被保険者離職票（写し）
（３）雇用保険受給資格者証（写し）
（４）退職（離職）日の記載がある源泉徴収票（写し）
（５）休職日の記載がある休職証明書（無給であること

がわかるもの）

入学する日の前1年以内の離職（退職）日※と、離職
（退職）者として学生本人の氏名の記載が必要です。
※休職している場合は、休職日
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（1）特例措置の概要

（2）特例措置適用の対象者

（3）申請方法

⑨ ‒ あなたの所得情報

（e）あなたは、2025年度（2024年１月～12月分）の住民税情報にて給与所得があり、住民税が課税されており、
　　  かつ2026年度に大学院へ入学する日の前１年以内に離職又は無給の休職をしましたか（又はする予定が
　　  ありますか）。

○はい ○いいえ

入学する日の１年以内に離職
又は無給の休職（又は休職予
定）がある場合

休職又は無給の休職をしている
が、大学院へ入学する日の前１年
以内ではない場合
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A 採用候補者決定通知
「国の教育ローン」の申込：不要

B 採用候補者決定通知
「国の教育ローン」の申込：必要

進学後
・「採用候補者決定通知」を進学

先の大学院へ提出
・進学先の大学院に「入学時特別

増額貸与奨学金は辞退する」と
伝える

・進学届を提出（入学時特別増額

貸与奨学金の辞退を選択）

結果

入学時特別増
額貸与奨学金

を・・・

「国の教育ローン」
に申し込む

進学後

【日本政策金融公庫】

進学後
・「採用候補者決定通知」

を進学先の大学院へ提出
・進学届を提出

【労 働 金 庫】

・審査の結果、融資を受
けることができた

労働金庫の｢入学
時必要資金融資｣
を・・・

「入学時必要資金融
資」に申し込む

労働金庫の｢入学
時必要資金融資｣
を・・・

希望する

「入学時必要資金融
資」に申し込む

・審査の結果、融資を受けられなかった
・審査対象外だった（＝要件を満たさない
ため申込を受け付けてもらえなかった）

融資（※）融資（※）

辞退する

希望しない 希望する 希望しない

※審査の結果、融資を受けら
れない場合もあります

希望する

「月々の奨学金」（注）と「入学時特別増額貸与奨学金」が振り込まれます

※労働金庫の「入学時必要資金融資」を利用した方は、「入学時特別増額貸与奨学金」により
一括返済をします。

「月々の奨学金」のみが振り込まれます

JASSOの｢入学時特別
増額貸与奨学金｣や労
働金庫の｢入学時必要
資金融資｣は利用でき
ません

C AまたはBの記載があるが
辞退する

（注）授業料後払い制度の「授業料支援金」のうち支援対象授業料（授業料相当額の支援）は、原則として、学校が指定する口座（学校指定口座）
へ振り込まれます。

（注）辞退の場合も
手続きが必要です。

・「採用候補者決定通知」を進学先の
大学院へ提出

・進学届を提出（あなたの保護者等
が、「日本政策金融公庫から受領し
た『融資できない旨が記載された日
本政策金融公庫発行の通知文』の日
付」又は「国の教育ローンに申込で
きないことを日本政策金融公庫に確
認した日付」を入力）
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　進学したときは、速やかに、進学先の大学院の奨学金窓口に次の書類を提出してください。
　なお、予約採用の人（採用候補者）を対象とした奨学金の手続きに関する説明会への出席を指示されることがあります。
必ず出席してください。

6 「進学届」の提出
　上記 の提出書類を進学先の大学院に提出した後、大学院より進学届提出に必要なＩＤやパスワードが交付されます。
そのＩＤとパスワードを用いてインターネットにて「進学届」を提出します。なお、進学届において、連帯保証人・保証
人等の情報を機構に届け出ます。

7 奨学生採用候補者決定内容の変更・訂正・辞退
　「進学届」で変更可能な事項と提出後に進学先の大学院での手続きが必要な事項は、以下のとおりです。なお、今後変更
 となる可能性があります。

8 別の種類の奨学金を希望する場合
　予約採用で決定したものと別の種類の奨学金を希望する場合（例：予約採用で第一種奨学金又は授業料後払い制度の採
用候補者となった人が第二種奨学金も希望する場合）、申込資格、基準、注意事項等を満たしていれば、進学後の「在学採
用」の募集時期に申し込むことができます。

書類 備考

2026年度大学院奨学生採用候補者決定通知【進学先提出用】 全員提出が必要です。

「進学届」で変更可能な事項 「進学届」提出後に大学院への願・届の提出が必要な事項

・第一種奨学金又は授業料後払い制度・第二種奨学金
　の併用貸与の片方の辞退
・入学時特別増額貸与奨学金のみ辞退
・本人の生年月日
・本人の性別
・貸与月額
・生活費奨学金の月額
・入学時特別増額貸与奨学金の貸与額
・利率の算定方法
・保証制度（※１）
・奨学金振込口座
・第一種奨学金の返還
・授業料後払いから第一種奨学金への変更（※２）
・第一種奨学金から授業料後払いへの変更（※２）

※１　授業料後払い制度は機関保証制度のみとなります。保証制度の変更はできません。
※２　変更する場合は、進学先の大学院に相談してください。

方式

・本人の氏名

5
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4 労働金庫（労金）の「入学時必要資金融資」（つなぎ融資）について
　前図の労働金庫の「入学時必要資金融資」（以下、「つなぎ融資」という。）とは、

学時特別増額貸与奨学金」にて、利子を含めて融資された金額を一括で返済することになります。

（1）つなぎ融資を受けるまでの手続き
つなぎ融資を申込む際は「入学時特別増額貸与奨学金」を受けることができることを証明する書類を労働金庫に提出す

ることが必要です（本ページ 「進学時の提出書類」参照）。
注１　「決定通知」の「入学時特別増額貸与奨学金」欄に「国の教育ローン」の申込必要と記載のある人は、日本政策金

注２　進学先により、合格決定から入学金の納付期限までの期間が短い等、つなぎ融資を利用できない場合がありますの
で、ご注意ください。

（2） つなぎ融資に関する注意点
①　進学後、速やかに「進学届」を提出すること（進学届の提出日により奨学金の初回振込日が変動します）。
② 進学届提出時に、必ず入学時特別増額貸与奨学金を希望すること。また、入学時特別増額貸与奨学金の貸与額を変
更する場合は、「つなぎ融資」の金額よりも低い金額にしないこと（労働金庫への一括返済ができなくなります）。

③　奨学金振込口座として、必ず労働金庫の普通預金口座（本人名義）を開設すること。

5

入学前に必要な資金について、「決定
通知」に記載された入学時特別増額貸与奨学金の金額の範囲内で労働金庫が融資する制度です。入学後に振り込まれる「入

融公庫の「国の教育ローン」の申込手続きを行い、進学時の提出書類を揃えておく必要があります（35ページ    
　 　参照）。

3
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（1）奨学生採用に係る書類の交付

1  採用時の手続き

（2）「返還誓約書」の提出

●返還誓約書と同時に提出することが必要な書類

第4部 奨学金の貸与開始～返還

11（2）

（2）

機関保証の場合は「本人以外の連絡先」の人の署名が、人的保証の場合は連帯保証人・保証人の自署・押印（実
印）が必要です。
人的保証の場合、この段階になって連帯保証人・保証人から断られることのないよう、申込みの時から依頼する
予定の人によく説明して承諾を得ておいてください。

書類 備考

2024 年度入学者用　奨学金案内（大学院予約）30

書）」（以下、「返還誓約書」という。）

以下の書類が進学先の大学院から交付されます。

5

採用候補者決定～進学届の提出

「保証依頼書（兼保証委託契約書）・保証料支払依頼書」

【申込時にあなたのマイナンバーを提出できない場合】
市区町村で発行された奨学生（あなた）本人の「住民票」（コピー不可、誓約日（返還誓約書に印字される日付）から３
か月前以降に発行されたもの）

機関保証を選択した人は提出が必要です。

人的保証を選択した人は提出が必要です。
連帯保証人・保証人の必要書類
（20ページ  13  【人的保証制度】（5）参照）
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（1）貸与を受けている間の注意事項
①

②

③　

（2）適格認定

　手続きを怠ったり、学業成績が不振等の場合は、奨学生の資格を失い、奨学金の貸与が打ち切られることがあります。

（3）奨学生採用後に変更できる項目・変更できない項目

2 奨学金貸与中の手続き・注意事項

［奨学生採用後に変更できる項目］

13

（機構ホームページ掲載）

11
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（4）貸与の終了

①
②

③
④
⑤

（1）口座振替

（2）返還額の決定と返還開始

（3）住所等に変更があった場合

3  貸与終了後の返還

（4）繰上返還を希望する場合

（5）返還完了のお知らせ

(１)8
(２)12

12

11
8
9

(１)11
(２)
(６)
(７)

11
3

42 3

　あなたの住所、氏名、勤務先、電話番号等に変更があった場合には機構に届け出てください。

　返還が完了したときは、「返還完了証」を送付します。

　連帯保証人、保証人及び本人以外の連絡先についても、住所、氏名、電話番号等に変更があった場合には届け出てください。

　貸与終了の翌月から繰上返還ができます。

　第二種奨学金・入学時特別増額貸与奨学金について繰上返還をする場合、その繰上にあたる期間の利子はかかりません。
ただし、返還据置期間（12ページ　　 参照）の利子はかかります。
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貸与終了時に、大学院の指示に従い、スカラネット・パーソナルもしくは金融機関の窓口で、奨学金返還のための口座振替
の加入手続きをしてください（奨学金を受けていた口座を振替用口座として利用する場合でも、加入手続きが必要です）。

※授業料後払い制度は、奨学生に課せられている授業料の都合により、辞退、退学、死亡の申し出や廃止の認定を受けた
後に授業料支援金が振り込まれる場合があります。その場合も返還が必要です。

返還額は返還方式や割賦方法（定額返還方式を選択した場合の「月賦返還」又は「月賦・半年賦併用返還」）、第二種奨
学金の利率の算定方法により決定されます。
奨学金の貸与が終了すると、その翌月から数えて7か月目に返還が始まります(3月に貸与終了の場合は、10月に返還開 

始）。返還は、（１）で手続きした金融機関の口座からの振替（引落し）によって行われます。振替（引落し）日は毎月27日
（この日が金融機関の休業日の場合は翌営業日）です。

13 15

41
15

9

［奨学生採用後に変更できない項目］
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（4）貸与の終了

①
②

③
④
⑤

（1）口座振替

（2）返還額の決定と返還開始

（3）住所等に変更があった場合

3  貸与終了後の返還

（4）繰上返還を希望する場合

（5）返還完了のお知らせ

(１)8
(２)12

12

11
8
9

(１)11
(２)
(６)
(７)

11
3

42 3

　あなたの住所、氏名、勤務先、電話番号等に変更があった場合には機構に届け出てください。

　返還が完了したときは、「返還完了証」を送付します。

　連帯保証人、保証人及び本人以外の連絡先についても、住所、氏名、電話番号等に変更があった場合には届け出てください。

　貸与終了の翌月から繰上返還ができます。

　第二種奨学金・入学時特別増額貸与奨学金について繰上返還をする場合、その繰上にあたる期間の利子はかかりません。
ただし、返還据置期間（12ページ　　 参照）の利子はかかります。

2024 年度入学者用　奨学金案内（大学院予約）32

貸与終了時に、大学院の指示に従い、スカラネット・パーソナルもしくは金融機関の窓口で、奨学金返還のための口座振替
の加入手続きをしてください（奨学金を受けていた口座を振替用口座として利用する場合でも、加入手続きが必要です）。

※授業料後払い制度は、奨学生に課せられている授業料の都合により、辞退、退学、死亡の申し出や廃止の認定を受けた
後に授業料支援金が振り込まれる場合があります。その場合も返還が必要です。

返還額は返還方式や割賦方法（定額返還方式を選択した場合の「月賦返還」又は「月賦・半年賦併用返還」）、第二種奨
学金の利率の算定方法により決定されます。
奨学金の貸与が終了すると、その翌月から数えて7か月目に返還が始まります(3月に貸与終了の場合は、10月に返還開 
始）。返還は、（１）で手続きした金融機関の口座からの振替（引落し）によって行われます。振替（引落し）日は毎月27日
（この日が金融機関の休業日の場合は翌営業日）です。

13 15

41
15

9

［奨学生採用後に変更できない項目］ （6）月賦返還の例

第一種奨学金
2026

※授業料後払い制度は所得連動返還方式のみです。

第二種奨学金（４月から貸与を始める場合）

（１円未満の端数は切り捨て）
（子ども１人につき33万円を
  課税対象所得から控除します）

 2024 年度入学者用　奨学金案内（大学院予約） 33

貸与月額 貸与総額 返還総額
（元金＋利子）

月賦返還額

《参考》利率1.712％（注1）の場合

貸与月数

貸与月額 貸与総額
返還総額

（元金＋利子）
月賦返還額

貸与月数 返還回数（期間）

返還回数（期間）
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（7）「奨学金貸与・返還シミュレーション」について

2024 年度入学者用　奨学金案内（大学院予約）34

※授業料後払い制度については未対応です。

https://simulation.sas.jasso.go.jp/simulation/
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（8）返還が困難な場合の救済制度

（9）奨学金の返還を延滞した場合
延滞金の賦課

督促・請求

個人信用情報機関への登録

延滞が長期にわたった場合

  
 

 

 
 

 

 
  

 

 
 

 2024 年度入学者用　奨学金案内（大学院予約） 35

時は が される場合があ

ります。

はあなたに一括請求を行います

傷病、経済困難等の事由により返還が困難になっ

た場合に、願出により返還期限を先送りする制度

です。

返還期限が到来していない分を含め、返還未済額（元金、利子（第二種奨学金及び入学時特別増額貸与奨学金）、延滞金）

の全額を一括で請求します（期限の利益の喪失）。これに応じない場合は次のとおり法的手続等を行うことがあります（44

ページ参照）。

延滞 3 か月以上になった場合、個人信用情報機関への登録対象となります。新たに返還を開始する方は、返還開始から 6

か月経過した時点で延滞 3 か月以上の場合に、個人信用情報機関への登録対象となります。登録の判定は、返還開始から 6

か月経過してからは、毎月行われます。（詳細は 16 ページ参照）

※督促を受けても返還期限猶予等の手続きや連絡がない等により、延滞を続けている者については、独立行政法人日本学生支援機構法

施行令第５条第５項に定める「支払能力があるにもかかわらず割賦金の返還を著しく怠った」と判断すること等により、一括請求

します。
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 資料　奨学金の返還を延滞した場合

奨学金の返還を延滞した場合

返還の督促

延滞の発生

的
法
た
し
通
を
所
判
裁

○　本人へ請求します。
○　連帯保証人・保証人へ通知します（人的保証に限る）。
○　機構が委託した債権回収会社等    が電話による督促を行うこ
　　とがあります。

注１

注１

○ 「本人以外の連絡先」に本人の住所等を照会します
（機関保証に限る）。

　　　　　　　　　↓
○　返還に応じない場合は、機構が委託した債権回収会社

が、本人、連帯保証人及び保証人に対し奨学金の回収を
行います。

○　自宅・勤務先に訪問する場合があります。
○　延滞３か月以上の場合、個人信用情報機関注２ への登録対象
となります。

○　延滞金が賦課されます。
43

16

人的保証の場合

支払督促申立

仮執行宣言の申立

強 制 執 行

一括返還請求
（支払督促申立予告）

○　

○　また、同時に支払督促申立の予告を行い
ます。

○　民事訴訟法に基づき、裁判所に支払督促
の申立をします。

○　支払督促の申立をしてもなお返還に応じ
ない場合は、裁判所に仮執行宣言の申立
をします。

（連帯保証人・保証人を立てている場合）

代位弁済請求

保証機関からの請求・督促 注５

強 制 執 行

機関保証の場合

機構からの一括返還請求

○　督促を受けてもなお返還に応じない場合は、
返還期限が到来していない分を含め、返
還未済額（元金、利子（第二種奨学金及び入
学時特別増額貸与奨学金）、延滞金）の全額
を請求します。（「期限の利益の喪失」）

○　機構から保証機関（（公財）日本国際教育支

教育支援協会から、代位弁済額の一括請
求を行います。（求償権の行使）

（保証料を支払っている場合）

注４
注４

注１　債権回収会社とは「債権管理回収業に関する特別措置法」に基づいて法務大臣から債権管理回収業の許可を受けた、債
権の管理回収を専門とする株式会社のことをいい、通称「サービサー」と呼ばれるものです。

注２　個人信用情報機関とは、会員（銀行等）から消費者の個人信用情報（消費者のローンやクレジットに関する情報であ
る契約内容、利用状況、返済状況など個人の経済的信用に関する情報）を収集・蓄積し、会員（銀行等）からの照会
に対し信用情報を提供する業務を行う機関です。

注３　支払督促申立以降に生じた手続費用は、本人の負担になります。

注４　期限の利益とは、期限の到来までは債務の履行を請求されないという債務者の利益のことをいいます。返還期日が到来す
るまでは、その返還期日の割賦については請求されることはありません。ただし、期限の利益を喪失すると、返還期日
未到来分を含めて、元金・利子（第二種奨学金及び入学時特別増額貸与奨学金）・延滞金の全額を一括返還請求されます。

注５　なお、特別な理由がある場合には、保証機関は、あなたの事情に応じて個別に対応することになります。

注
３

　奨学金の貸与が終了すると、その翌月か
ら数えて７か月目に返還が始まります（３
月に貸与終了の場合、10月に返還開始）。
貸与が終了する際は、所定の返還手続
（40ページ参照）を行うことが必要になり
ます。
　なお、貸与が終了した後も学校に在学す
る場合は、在学猶予の手続を行ってくださ
い。また、傷病や経済困難等により返還が
困難となった場合には、減額返還又は返還
期限猶予の救済制度（43ページ参照）の利
用を検討する等、延滞とならないよう注意
してください。

2024 年度入学者用　奨学金案内（大学院予約）36

◯　代位弁済がなされた場合、(公財)日本国際

手
続

督促を受けてもなお返還に応じない場合
は、返還期限が到来していない分を含め、返
還未済額（元金、利子（第二種奨学金及び入
学時特別増額貸与奨学金）、延滞金）の全額
を請求します。（「期限の利益の喪失」）

援協会）に対し、返還未済額（元金、利子（第
二種奨学金及び入学時特別増額貸与奨学
金）、延滞金）の全額について請求を行いま
す。

○　仮執行宣言の申立をしてもなお返還に応
じない場合は、強制執行の手続を行い、
給与や財産を差し押さえます。

教際国本日）財公（、は合場いなじ応に済返　○
育支援協会が強制執行までの法的手続を
行い、給与や財産を差し押さえます。
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 資料　奨学金の返還を延滞した場合

奨学金の返還を延滞した場合

返還の督促

延滞の発生

的
法
た
し
通
を
所
判
裁

○　本人へ請求します。
○　連帯保証人・保証人へ通知します（人的保証に限る）。
○　機構が委託した債権回収会社等    が電話による督促を行うこ
　　とがあります。

注１

注１

○ 「本人以外の連絡先」に本人の住所等を照会します
（機関保証に限る）。

　　　　　　　　　↓
○　返還に応じない場合は、機構が委託した債権回収会社

が、本人、連帯保証人及び保証人に対し奨学金の回収を
行います。

○　自宅・勤務先に訪問する場合があります。
○　延滞３か月以上の場合、個人信用情報機関注２ への登録対象
となります。

○　延滞金が賦課されます。
43

16

人的保証の場合

支払督促申立

仮執行宣言の申立

強 制 執 行

一括返還請求
（支払督促申立予告）

○　

○　また、同時に支払督促申立の予告を行い
ます。

○　民事訴訟法に基づき、裁判所に支払督促
の申立をします。

○　支払督促の申立をしてもなお返還に応じ
ない場合は、裁判所に仮執行宣言の申立
をします。

（連帯保証人・保証人を立てている場合）

代位弁済請求

保証機関からの請求・督促 注５

強 制 執 行

機関保証の場合

機構からの一括返還請求

○　督促を受けてもなお返還に応じない場合は、
返還期限が到来していない分を含め、返
還未済額（元金、利子（第二種奨学金及び入
学時特別増額貸与奨学金）、延滞金）の全額
を請求します。（「期限の利益の喪失」）

○　機構から保証機関（（公財）日本国際教育支

教育支援協会から、代位弁済額の一括請
求を行います。（求償権の行使）

（保証料を支払っている場合）

注４
注４

注１　債権回収会社とは「債権管理回収業に関する特別措置法」に基づいて法務大臣から債権管理回収業の許可を受けた、債
権の管理回収を専門とする株式会社のことをいい、通称「サービサー」と呼ばれるものです。

注２　個人信用情報機関とは、会員（銀行等）から消費者の個人信用情報（消費者のローンやクレジットに関する情報であ
る契約内容、利用状況、返済状況など個人の経済的信用に関する情報）を収集・蓄積し、会員（銀行等）からの照会
に対し信用情報を提供する業務を行う機関です。

注３　支払督促申立以降に生じた手続費用は、本人の負担になります。

注４　期限の利益とは、期限の到来までは債務の履行を請求されないという債務者の利益のことをいいます。返還期日が到来す
るまでは、その返還期日の割賦については請求されることはありません。ただし、期限の利益を喪失すると、返還期日
未到来分を含めて、元金・利子（第二種奨学金及び入学時特別増額貸与奨学金）・延滞金の全額を一括返還請求されます。

注５　なお、特別な理由がある場合には、保証機関は、あなたの事情に応じて個別に対応することになります。

注
３

　奨学金の貸与が終了すると、その翌月か
ら数えて７か月目に返還が始まります（３
月に貸与終了の場合、10月に返還開始）。
貸与が終了する際は、所定の返還手続
（40ページ参照）を行うことが必要になり
ます。
　なお、貸与が終了した後も学校に在学す
る場合は、在学猶予の手続を行ってくださ
い。また、傷病や経済困難等により返還が
困難となった場合には、減額返還又は返還
期限猶予の救済制度（43ページ参照）の利
用を検討する等、延滞とならないよう注意
してください。
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◯　代位弁済がなされた場合、(公財)日本国際

手
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督促を受けてもなお返還に応じない場合
は、返還期限が到来していない分を含め、返
還未済額（元金、利子（第二種奨学金及び入
学時特別増額貸与奨学金）、延滞金）の全額
を請求します。（「期限の利益の喪失」）

援協会）に対し、返還未済額（元金、利子（第
二種奨学金及び入学時特別増額貸与奨学
金）、延滞金）の全額について請求を行いま
す。

○　仮執行宣言の申立をしてもなお返還に応
じない場合は、強制執行の手続を行い、
給与や財産を差し押さえます。

教際国本日）財公（、は合場いなじ応に済返　○
育支援協会が強制執行までの法的手続を
行い、給与や財産を差し押さえます。

参考１　機関保証制度の保証料（目安）
最新の情報及び下表の記載例以外の場合については、日本学生支援機構のホームページでご確認ください。

（1）第一種奨学金

（2）授業料後払い制度

（3）第二種奨学金

●授業料支援金

区分 貸与期間 貸与総額 保証料総額
（参考）

授業料相当額（支援対象授
業料）

  修士・博士前期課程
  専門職大学院の課程（２年課程）

※上表は各貸与期間において、支援対象授業料として学校が指定できる上限額（1年間の額：国公立535,800円、私立776,000円）の
　貸与を受けた場合の例です。

  専門職大学院の課程（３年課程）

国・公立
私立

国・公立
私立

●生活費奨学金
区分 貸与期間貸与月額 貸与総額 保証料月額

区分 貸与期間貸与月額 貸与総額 保証料月額

  修士・博士前期課程
  専門職大学院の課程（２年課程）

  専門職大学院の課程（３年課程）

  大学院全課程

返還回数

  修士・博士前期課程
  専門職大学院の課程（２年課程）

  専門職大学院の課程（３年課程）

https://www.jasso.go.jp/shogakukin/about/taiyo/heiyo/hosho/kikan_hosho/hoshoryo.html
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2025

保証料は、貸与月額、貸与期間、貸与利率及び返還期間等により異なります。

2023 年度入学者用　奨学金案内（大学院予約）38

45

（4）第二種奨学金と入学時特別増額貸与奨学金（30万円を選択した場合）

156月

180月

180月

228月

168月

216月

240月

240月

180月

240月

240月

240月

240月

240月

240月

240月

240月

240月

240月

240月

240月

240月

240月

240月

1,500,000円

2,100,000円

2,700,000円

3,300,000円

2,220,000円

3,180,000円

4,140,000円

5,100,000円

2,700,000円

3,900,000円

5,100,000円

6,300,000円

3,420,000円

4,980,000円

6,540,000円

8,100,000円

3,900,000円

5,700,000円

7,500,000円

9,300,000円

4,860,000円

7,140,000円

5,580,000円

8,220,000円

24月

36月

48月

60月

24月

36月

48月

60月

24月

36月

48月

60月

24月

36月

48月

60月

24月

36月

48月

60月

24月

36月

24月

36月

50,000円

80,000円

100,000円

130,000円

150,000円

190,000円

220,000円

11,877円

13,296円

13,092円

15,861円

12,690円

15,606円

16,833円

16,575円

13,497円

17,091円

16,830円

16,575円

17,352円

17,091円

16,830円

16,572円

17,352円

17,088円

16,830円

16,572円

17,370円

17,106円

17,379円

17,118円

1,979円

2,216円

2,182円

2,643円

3,384円

4,161円

4,488円

4,420円

4,499円

5,697円

5,610円

5,525円

7,519円

7,406円

7,293円

7,181円

8,676円

8,544円

8,415円

8,286円

11,001円

10,833円

12,744円

12,553円

（15万円＋4万円）

（15万円＋7万円）

円




